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冊子「もの つくる ひと」掲載募集要項 

 

公益財団法人 世田谷区産業振興公社が、２０２０年に発行する冊子「ものつくるひと」

に掲載する事業所を下記のとおり募集いたします。 

１．発行の目的 

 世田谷区内で意欲的に事業を営む事業所を紹介し、世田谷区の製造業の魅力を区内、区

外を問わず広く知ってもらうことと共に、事業者のおこなう地域とつながる活動を紹介す

ることで、製造事業所と地域との共生に資することを目的としています。 

２．冊子の構成等 

（１） 予定発行部数：１２,０００部 

（２） 配 布 先： 

 産業関連イベント（産業交流展等） 

 区内の小・中・高校・大学（区立中学一年生には全員配布） 

 区立の施設（図書館・区民センター・出張所・まちづくりセンター等） 

（３） 規 格：Ｂ５版（予定）・全ページカラー 

（４） 掲 載 内 容： 

（ア）本誌によるものづくり事業所の紹介は、以下の基準で掲載します。 

区内に本社及び工場(※1)がある場合または、区内に本社のみがある場合１ページ 

※１【工場】とは工房、研究施設も含みます。 

（イ）各事業所の紹介ページでは、事業所と地域との交流を促進する手段として、読者

が事業者へアプローチする際の参考となるように、ご対応可能なトーク・見学・

体験に関する各アイコンを標示し紹介します。 

（ウ）地域との共生・相互理解につながる次のような事業所の行う活動を巻頭にて特集

する場合がございます。 

１）総合学習やキャリア教育への具体的な支援活動としての取り組み 

  ・工場・施設・職場見学の受入れ 

・児童・生徒の職場体験学習(※2)、インターンシップの受入れ 

・社員を社会人講師として学校に派遣 

・教員研修の受入れ 

・教育委員会幼児教育担当との連携によるリサイクル素材の提供 

・プログラム・教材の開発支援 他   

※2【職場体験学習】とは、生徒が事業所などの職場で働くことを通じて、職業や仕

事の実際について体験したり、働く人々と接したりする学習活動のことをいう。 

２）地域のまちづくりにかかわる活動 

３）‘ものづくり’を体験できるプログラム（ものづくり体験・ワークショップ・工場見学他） 



2 

 

４）区民のオーダーに応える‘オンリーワン’オーダーメイド製品づくり（オリジ

ナルのノベルティー・記念品・贈答品や製品加工など） 

  ５）（公社）世田谷工業振興協会主催の活動 

 

３．募集内容 

（１）募集期間：令和元年５月７日（火）から５月２１日（火）までに必着 

（２）募 集 要 件：掲載対象者 

   対象となる事業所は、区内に主たる事業所（本社等）を持ち、製造業(※1)を営むも

のであって、自社にて製造を行う中小企業者(※2)とします。但し、以下のいずれかに

該当する者も対象とします。 

① 伝統工芸品(※3)等の製作を行う製造業、または自社にて製作を行う小売業を営む

もの 

② 区内で設計から施工まで一貫して行っている建設業(※4)を営むもの 

※１【製造業】とは、日本標準分類産業分類（総務省 ホームページ記載のとおり）

に掲げる大分類 E「製造業」をいう。 

※２【中小企業者】とは、中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条に規

定する者をいう。 

※３【伝統工芸品】とは、製造過程の主要部分が手工芸的であり、伝統的技術又は技

法により製造されるもので、伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料と

して用いられ、製造されるものをいう。 

※４【建設業】とは、日本標準分類産業分類（総務省 ホームページ記載のとおり）

に掲げる大分類 D「建設業」のうち「６４１建設工事業」及び「６５１木造建

築工事業」をいう。 

注）（ハードを伴わない）システム及びソフトウェア、新サービス開発等に係るものな

ど、製造業にあたらないものは本事業の対象になりません。 

（３）申 込 方 法 

申込書に必要事項をご記入のうえ、「公益財団法人世田谷区産業振興公社 産業振興課 

商業・ものづくり・経営支援係」まで、以下の書類を直接、または郵送にて５月２１日（火）

必着にてご提出ください。 

◼ 必要書類 

① 申込書 

② 取材調査シート 

③ 社歴（経歴）書（会社概要がわかるもの、又はホームページ等で会社概要に

ついての記載がある場合はプリントアウトしたものでも可） 

（４）掲載可否のお知らせ： 

申込書等の内容から募集要件に該当しているかを審査のうえ、掲載の可否をお知らせい

たします。なお、応募多数の場合はご希望にそえない場合がございますので、あらかじめ
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ご了承ください。 

（５）結 果 連 絡 

掲載決定の場合は、取材日の調整も含め電話にてご連絡いたします。また、掲載不可の

場合は、書面にてご連絡いたします。 

４．申込から冊子作成までの流れ 

項目 期間 備考 

① 「申込書」提出 
５月２１日（火） 

必着 

申込書と必要書類をご作成の上、「公益財団法人 

世田谷区産業振興公社 商業・ものづくり・経営支援

係」までご提出ください。 

② 書類審査 随時 本募集要項の募集要件等に基づき審査いたします。 

③  結果のご連絡 
６月上旬までに随時ご連

絡いたします。 

掲載決定の場合は、取材日の調整も含めお電話にて、

掲載不可の場合は、書面にてご連絡いたします。 

④ 取材・撮影 
８月下旬から１１月中旬

（予定）まで 

取材調査シートをもとに、公社職員と編集者が取材

にお伺いします。 

⑤ 原稿・校正確

認 

令和２年１月から２月上

旬（予定）まで 

原稿は編集者が作成いたします。 

原稿作成後、編集者から内容の確認のために直接ご

連絡いたします。 

⑥ 冊子発行 令和２年５月（予定）  

５．留意事項 

（１）製品情報や写真のデータ等の提供をお願いすることがございます。 

（２）冊子掲載に関して公社による事業所訪問、取材、校正等の編集過程にご協力いただ

けない場合は、冊子掲載をお断りすることがございます。 

（３）編集業務にあたり、取材等業務上知り得た個人情報を第三者に提供しない旨を特記

事項とし受託者と契約を締結しております。 

（４）本誌発行後は、公社のおこなう本事業に関する広報活動等にご協力をお願いいたし

ます。 

６．申込み・問い合わせ先 

公益財団法人 世田谷区産業振興公社 

担当：産業振興課 商業・ものづくり・経営支援係  

〒154-0004 

世田谷区太子堂 2-16-7 世田谷産業プラザ４F 

TEL：03(3411)6613 FAX：03(3412)2340 

E-mail：syougyo@setagaya-icl.or.jp 

 


